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令和４年度 監査報告書 

 

令和４年１１月２９日提出 

 

第１ 監査の内容 

    本監査は、壱岐市監査基準及び全国都市監査委員会が定める都市監査基準に準拠

し、監査の実施方法等の監査計画を定め、壱岐市一般会計及び特別会計の財務に関

する事務の執行並びに経営に係る事業管理について、地方自治法その他関係法の定

める内容等に基づき監査した。 

 

第２ 監査の種類 

    定期監査【 前期 】 

 

第３ 監査の対象 

    令和３年度・令和４年度（９月末日まで）の壱岐市一般会計及び特別会計 

 

第４ 監査の着眼点（重点項目） 

    （１）市単独の補助金・助成金について 

    （２）税（延滞金含む）・使用料等の収納状況及び未収金（債権の分類状況等） 

について 

    （３）資金前渡（光熱水費・電話料等）の処理状況について 

    （４）歳計外現金の取扱いについて 

    （５）工事及び委託契約の締結状況について 

    （６）繰越事業の発注等進捗状況について 

    （７）庁用車の運行管理について 

    （８）職員出勤簿について 

    （９）指定管理者制度導入施設について 

   （１０）施設等の状況について 

   （１１）その他個別の事項について 

 

第５ 監査の実施内容 

１．監査基準日 令和４年９月３０日 

２．実 施 期 間 令和４年１１月１日から１１月１１日までのうちの５日間 

３．場   所 市役所郷ノ浦庁舎第２応接室、市役所石田庁舎応接室、 

           現地監査対象の学校等各施設 

   ４．従事した監査委員 吉田 泰夫、斉藤 和秀、殿川 穗 

   ５．監査の手続  対象部署へ提出及び提示を求めた資料及び書類について、財務

に関する事務の執行状況、事業の管理状況が、法令等に適合し、

正確かつ効率的に執行されているか、前回までの監査等で指摘

した事項は、是正・改善されているか等に主眼をおき、関係職

員からの説明又は報告を求め、関係諸帳簿及び証憑書類と照合、

確認等の手続きをとり、試査により実施した。 
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６．監査の実施日及び被監査部署 

実施日 被監査部署       ※【  】内は現地監査 

１１月１日 
政策企画課、ＳＤＧｓ未来課、財政課、危機管理課、 

管財課、郷ノ浦支所 

１１月２日 
観光課、保護課、会計課、 

【 初山保育所 】、【 初山事務所 】、【 初山小学校 】 

１１月４日 

総務課・選挙管理委員会事務局、情報管理課、商工振興課、 

【 こどもセンター 】、【 汚泥再生処理センター 】、 

【 郷ノ浦町堆肥センター 】 

１１月８日 市民福祉課・老人ホーム、こども家庭課、税務課 

１１月１１日 

農林課・農業機械銀行、水産課、農業委員会事務局、 

石田支所、【 石田こども園 】、【 松永安左ェ門記念館・ 

ふるさと資料館 】、【 筒城地区公民館 】 

 

第６ 監査の結果 

１．意見 

令和３年度及び令和４年度（９月末日まで）の財務に関する事務の執行並びに経営

に係る事業管理が適法・適正かつ効率的に執行されているかについては、法令・条例

等に違反する重大な事実は認められなかったが、一部、事務処理手続き等に不備が見

受けられたので適正な事務処理の執行に努める必要がある。 

なお、補助金・助成金については、補助金検討委員会の提言に基づき、各部署で見

直し等の手続きがとられている。 

また、延滞債権の整理については、長期のもので対応が遅れているのもが見受けら

れるので、状況に応じた整理に努める必要がある。 

 

 ２．指摘事項 

（１）共通事項 

① 庁用車運行管理簿の運行管理者・車両管理者の検印、始業点検の点検記録未済が

見受けられるので、検印及び検査の励行に努めること。 

また、令和４年７月１日付けで、壱岐市庁用車運行管理規程が改正され、運行管

理簿及び定期検査表の様式変更について管財課から周知されているが、一部の部署

で旧様式の使用が見受けられたので、適正に対応すること。 

② 延滞債権の整理で、債務者の死亡、市外転出が見受けられるが、その時の状況に

応じた対応がされていないため長期に渡り延滞の原因となっている。債権管理班と

協議し、適時、対応していく必要がある。 

 

（２）部署別事項 

【総務部】 

《総務課・選挙管理委員会事務局》 

特筆すべき事項なし 
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《財政課》 

     特筆すべき事項なし 
 

《管財課》 

旧石田学校給食センター賃借料４５６，１２０円の滞納繰越分について、毎 

月２０，０００円の分割払いの確約をしてあるので回収整理に努めること。 
 

《危機管理課》 

①災害資金貸付金未収金３件、７８６，０００円の回収整理に努めること。 

②屋外拡声局電気料資金前渡通帳の口座名義人を壱岐市石田支所市民生活班防 

災出納員としているのは不適切である。 
 

《ＳＤＧｓ未来課》 

     ①まちづくり協議会交付金で翌年度への繰越を交付金基礎額の２分の１まで認

めるようであるが、一部、１００万円を超える地区もあるので、活動内容を

吟味し、補助金の金額を検討することが適切であると思料される。 

     ②まちづくり協議会決算書で一部、支出の部の摘要が予算の内容になっている。

また、予備費支出で備考の記載がないもの等があるので、適切な指導をする

こと。 
 

《初山事務所》 

      特筆すべき事項なし 

 

【企画振興部】 

《情報管理課》 

      特筆すべき事項なし 
 

《政策企画課》 

      特筆すべき事項なし 
 

《観光課》 

      特筆すべき事項なし 
 

《商工振興課》 

      特筆すべき事項なし 

 

【市民部】 

《市民福祉課・老人ホーム》 

①壱岐市連合遺族会から各地区遺族会へ国分忠魂碑清掃費が支出されている

が、各地区の決算書において、雑収入として受け入れられている地区、また

は決算書の受け入れが明確でない地区があり、取扱いが統一されていないの

で適切な指導をすること。 

②シルバー人材センターの収支決算書は、見込み分ではなく、定時総会で承認

された令和３年度の最終的な決算書を提出することが適切である。 

③ねんりんピックボウリング大会決算書の収入支出金額が誤っているので適

正な指導をすること。 
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《こども家庭課》 

①保育料未収金１，６７７，３２０円、児童手当等過年度返還金未収金２，４

３８，６６０円の回収整理に努めること。 

②保育料未収金の中には、平成２５年度、平成２６年度発生分で３年間入金が

ないもの、平成２７年度、平成２８年度発生分で全く入金がないまま市外転

出等の債権もあるので、債権管理班とも協議し対応する必要がある。 
 

《初山保育所》 

特筆すべき事項なし 
 

《こどもセンター》 

特筆すべき事項なし 
 

《石田こども園》 

特筆すべき事項なし 
 

《保護課》 

      生活保護費返還金３，１１０，８４８円、徴収金１８，０５６，８４９円、

返納金１，７６４，５４７円の未収金回収整理に努めること。 

      なお、過年度分の返還金２，４８１，０７９円、徴収金１７，９９６，８４

９円、返納金１，７６４，５４７円は長期延滞となっているものもあり、債権

の保全管理を含め回収整理を図ること。 
 

《税務課》 

      特筆すべき事項なし 

 

【郷ノ浦支所】 

    特筆すべき事項なし 

 

  【会計課】 

    特筆すべき事項なし 

 

  【農林水産部】 

《農林課・農業機械銀行》 

①農地等災害復旧費受益者分担金未収金７件、５０２，４６７円の滞納繰越分

について、回収整理に努めること。 

 なお、債務者の死亡（１件）、５年以上入金がないもの（１件）が見受けら

れるので、債権管理班と協議し対応する必要がある。 

②堆肥売払収入２件、１９０，０００円の滞納繰越分について、回収整理する

こと。 

③農業機械銀行使用料過年度分５４３，４９９円の回収に努めること。 
 

《郷ノ浦町堆肥センター》 

特筆すべき事項なし 
 

《水産課》 

ターミナルビル売店敷地使用料過年度分９，７５０円の回収に努めること。 
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  【石田支所】 

    特筆すべき事項なし 

 

  【農業委員会事務局】 

    特筆すべき事項なし 

 

【保健環境部】 

《汚泥再生処理センター》 

特筆すべき事項なし 

 

【教育委員会】 

《初山小学校》 

一般備品台帳で亡失の記載はあるが処理年月日の記載漏れがあるので整備す 

ること。 
 

《筒城地区公民館》 

      特筆すべき事項なし 
 

《松永安左ェ門記念館・ふるさと資料館》 

      特筆すべき事項なし 


